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第１章 海津市新水道ビジョン策定の背景と目的 

１.１ 策定の背景と目的 

 

海津市の上水道事業は、平成 17 年 3 月の旧 3 町合併時に上水道事業を引き継ぎました。その

後、平成 21 年 1 月に事業の合理化を図るため、「海津市上水道事業」として一本化しました。事業

認可の統合時に給水人口及び給水量を見直し、計画給水人口 39,000 人、計画一日最大給水量

19,220㎥/日としました。 

平成 21 年に策定した「海津市水道ビジョン」では、事業を取巻く環境を総合的に分析し、経営計

画を策定するとともに、4つの長期的政策目標を掲げ、これまで計画的に取り組んできました。 

前回ビジョンの計画期間中には、東日本大震災等の大規模な地震、大型台風や短時間豪雨（集

中豪雨）等の自然災害が増加していること、地下水源の水質変化、市の人口減少に伴う給水人口

の減少及び、市合併以来職員数の計画的削減など、水道事業を取り巻く環境が大きく変化していま

す。これらの対策として厚生労働省では 50 年後、100 年後の将来を見据えた水道事業の理想像を

示し、取り組むべき事項や方策を示した「新水道ビジョン」を平成 25年 3月に公表しています。 

本市も新たに、厚生労働省が策定した「新水道ビジョン」や平成 30 年 12 月 12 日水道の基盤強

化を図ることを目的に改正された水道法を踏まえ、将来を踏まえた水道事業のあり方について検討

し、進むべき方向性と施策を定めた「海津市新水道ビジョン」を策定しました。 

また、国連で採択された「持続可能な開発目標（SDGｓ）」にも取組ます。 
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１.２ 計画の位置付け、計画期間 

１.２.１ 計画の位置付け 

平成25年3月公表の厚生労働省「新水道ビジョン」では、その基本理念について、「安全」な水の供給

や「強靭」な水道の構築によって、需要者の「信頼」を深め、経営の「持続」性を確保して、水道事業を「未

来につなぐ」こととしています。（図 1-1参照） 

 

 

図 1-1 厚生労働省「新水道ビジョン」の概要 

 

『海津市新水道ビジョン 令和 3 年度～令和 10 年度」』は、上位計画である厚生労働省「新水道ビジョ

ン」における基本理念などを踏まえ、さらに、本市の最上位計画である「海津市第 2次総合計画（平成 29

年 3 月策定）」との整合を図った本市水道事業におけるマスタープラン（最上位計画）と位置付けるもの

です。 

また、計画の取組方針は、本ビジョンで位置付ける施策に対応する関連計画（投資・財政計画）である

「海津市水道事業経営戦略（平成 31 年 3 月策定）」で設定した財政面での事業運営の目標や施策の指

針となるものです。 
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図 1-2 「海津市新水道ビジョン （令和 3年度～令和 10年度）」の位置付け 

 

１.２.２ 計画期間 

本ビジョンの計画期間は、「海津市水道事業経営戦略（平成 31年 3月策定）」と整合をとり、令和 3年

度から令和 10年度までの 8年間とします。 

 

図 1-3 計画期間  
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第２章 海津市水道事業の概要 

２.１ 海津市の概況 

海津市は、岐阜県の最南端に位置し、西部・南部を三重県に、東部を木曽・長良川を隔てて愛知県に

隣接しています。市の中央部を流れる揖斐川以東の地域は平地が広がり、以西は急峻な養老山地とそ

の裾野に広がる扇状地・平地からなっています。一方、北部は養老郡・安八郡に接し、東は羽島市に接

しています。東西方向は約 13km、南北方向は約 17kmであり、面積約 112㎢です。 

東海地方の代表的河川である木曽・長良川が東境を、揖斐川が中央部を流れ、市域内には北端を流

れる大榑川、内水排水路としての役割も持つ大江川、中江川、養老山地の水を集める津屋川が流れて

います。これらの河川は、豊かな自然生態系が維持・保全され、住民の生活に密着し、やすらぎと潤い

を与えているとともに、河川によってもたらされた肥沃な土壌に培われた豊かな田園地帯が広がってい

ます。また、西部には、標高 500～800m の小高い山々が連なる養老山地があり、山麓では、みかん園

や柿園が広がっています。 

気候は、冬季に伊吹おろしと呼ばれる北西風が強いものの、伊勢湾などの海洋性気候の影響を受け

て概して温暖な地域です。 

市の成り立ちは、明治 4年（1871年）の廃藩置県によって笠松県など複数の県に分かれ、その後岐阜

県の所属となりました。明治 30 年（1897 年）に海津郡が設置され、さらに、昭和 29 年（1954 年）に城山

町（池辺村大字駒野新田、釜段字徳島編入）、石津村、下多度村が合併して南濃町が、続いて翌年の昭

和 30 年（1955 年）に、高須町、東江村、西江村、大江村、吉里村が合併、今尾町大字平原を編入して海

津町が、今尾町（大字平原を除く）、海西村が合併して平田町が、それぞれ誕生し、平成17年3月28日、

海津町、平田町及び南濃町の 3町が合併して海津市が誕生し、今日に至っています。 

産業は、農業、製造業、卸売業・小売業が盛んであり、雇用創出、経済活力向上に寄与しています。

製造業の中でもプラスチック製品製造業、繊維工業、金属製品製造業の事業所が多く、本市の地域経済

の中核となっています。 

  
図 2-1 本市の位置 図 2-2 本市周辺位置の交通網 
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２.２ 海津市水道事業の沿革 

平成 17 年 3 月に統合するまでの旧町ごとの水道事業は、海津町と旧平田町が昭和 30 年代に創設

し、旧南濃町は、各簡易水道から町全域の上水道事業整備に着手していました。 

事業創設後は、まちの発展に伴う給水区域の拡張や水需要の増加、あるいは水質の悪化などに対応

して、数次にわたり事業の拡張や浄水処理の変更等を行い、給水区域全域に安全な水道水を安定給水

できる体制を整備しました。 

合併後の水道事業は、旧町において整備してきた事業をそのまま引き継ぐ形で運営してきましたが、

合併から約 4 年経過後の平成 21 年 1 月に、広域化による事業運営効率の向上を目指して、旧海津町

水道事業、旧平田町水道事業、旧南濃町水道事業を統合し、「海津市上水道事業」を創設しました。 

平成 21年 3月には、前回ビジョンの「海津市水道ビジョン」を策定し、安心・安定・持続・環境を長期的

政策目標に定め、健全経営を行ってきました。 

 

図 2-3 平成 21年 3月策定の「海津市水道ビジョン」（前ビジョン） 

 

統合後の事業計画規模は、水道事業認可の変遷（概要）に示すとおりで、計画給水人口は 39,000人、

計画一日最大給水量19,220㎥/日となっています。また、令和元年度末の事業実績は、給水人口33,047

人、給水普及率 97.3％、一日最大給水量 16,245㎥/日となっています。（表 2-1参照）  
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表 2-1 水道事業認可の変遷（概要） 
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２.３ 水道施設の位置 

海津市水道事業における主な施設の位置は下図に示すとおりです。 

 

 

図 2-4 水道施設位置図 

 

各施設の概要については、次の第３章「事業の現状と課題」の項目３.２「水道施設と管路の状況」にお

いて示します。 
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第３章 事業の現状評価と課題 

３.１ 給水人口と水需要の現況 

本市水道事業における給水人口及び有収水量は、最近の 10 年間をみると減少傾向で推移していま

す。一日最大給水量は、増加したり、減少したりする年度もありますが、10 年間でみると減少傾向となっ

ています。 

また、令和元年度の実績は、給水人口 33,047人、有収水量 10,286㎥、一日最大給水量 16,245㎥/日

となっています。（図 3-1及び表 3-1参照） 

 

 

図 3-1 給水人口と有収水量の実績値 

 

 

表 3-1 給水人口と有収水量の実績値
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３.２ 水道施設と管路の状況 

３.２.１ 取水施設 

本市の水源は、自己水源のみです。 

自己水源は、表流水と地下水（深井戸）ですが、地下水（深井戸）が 97％を占めています。 

計画取水量は、36,517㎥/日（予備水源を含む）となっています。（図 3-2及び表 3-2参照） 

 
図 3-2 水源内訳（現況） 

 

表 3-2 水源と取水施設及び計画取水量（現況） 
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３.２.２ 浄水施設 

水源から取水した水を、安全な水道水に処理する浄水場は、6か所を有しています。 

浄水施設では、水源の水質状況に応じて急速ろ過による適正な薬品処理等の浄水処理を行い、水道

水を供給しています。（表 3-3参照） 

表 3-3 浄水場の浄水方法及び処理水量 

 

   

  

  

海津北部浄水場 海津南部浄水場 

平田第１水源地 平田第２水源地 

南濃藤沢浄水場 南濃太田浄水場・配水池 
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３.２.３ 配水施設 

（１） 配水池 

配水池は 11か所あり、うち 7か所が平成以降竣工と比較的新しい配水池が多いです。 

配水池の総容量は、令和元年度現在で 13,729㎥/日です。（表 3-4参照） 

 

表 3-4 配水池の貯留量 

 

 

配水池を構造別割合でみると、鉄筋コンクリート構造（以下、「ＲＣ造」という。）が 1 カ所（9％）、プレス

トレストコンクリート構造（以下、「ＰＣ造」という。）が 10カ所（91％）となっています。（図 3-4参照） 

ＲＣ造は、引張力に対して鉄筋で抵抗する構造であり、コンクリートの多少のひびわれは避けられま

せん。一方、ＰＣ造は、あらかじめコンクリートに圧縮応力を作用させることによって、ひびわれを制御す

ることを可能としていることから、ＲＣ造と比べてその分コストは掛かりますが、コンクリート材料のボリュ

ームは少なくて済むという特徴があります。 

 

 
  

南濃奥条配水池 南濃太田浄水場・配水池 
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（２） 加圧ポンプ所 

水道水を加圧して利用者まで届けるための加圧ポンプ所が南濃地区に 5か所あります。平成以降

竣工されたものであり、新しい施設となっています。（表 3-5参照） 

 

表 3-5 加圧ポンプ所 

 

 

（３） 水道管の概要 

事業創設期の昭和 30 年代に水道管の布設を開始して以来、事業の拡張とともに施設の拡充を図

り、令和元年度末現在、総延長約 412kmの水道管を有しています。（表 3-6、表 3-7参照） 

水道管の用途のうち配水管（配水池から各家庭へ給水するために街路に埋設し、水を送る管）の延

長が約 96％を占めます（表 3-6参照）。 

配水管の管種は、VP（硬質塩化ビニル管）が多く（約78％）、次いでDIP（ダクタイル鋳鉄管）（12％）

となっています。また、材質強度が劣る ACP（石綿管）が 10ｍと僅かながら残っています（表 3-7 参

照）。 

表 3-6 水道管の口径別延長 
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表 3-7 水道管の管種別延長 
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３.３ 経営の状況 

３.３.１ 財務状況 

海津市水道事業は、健全な経営状態にありますが、今後の人口減少などにより料金収入の減少が予

測されることに加えて、将来的に施設の更新や耐震化などにおいて多額の投資が必要となることから、

事業の効率化や収益確保などにより健全経営を維持していく必要があります。 

 

(１) 収益的収支（営業活動にかかる収支） 

平成 27年度以降の 5年間をみると、事業収益が事業費用を上回って、黒字決算となっています。

（表 3-8参照） 

 

 
 

  

表 3-8 収益的収支 
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(２) 資本的収支（工事費などハード整備にかかる収支） 

各年度の収支は、建設改良費の事業量に応じて増減しています。資本的収支の不足分は、収益的

収支のうち現金支出が伴わない減価償却費、資産減耗費などの費用を補填財源としています。（表

3-9参照） 

 

(３) 企業債残高 

企業債残高は償還が進んでいるため、減少しています。（表 3-10参照） 

 

    (単位:千円) 

 平成 27 平成 28 平成 29 平成 30 令和元 

企業債残高 3,413,545 3,082,009 3,004,062 2,965,694 2,782,146 

 

 

図 3-5 企業債残高の推移  

年度 
区分 

表 3-10 企業債残高の推移 

表 3-9 資本的収支 
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(４) 水道料金 

料金体系は、「基本料金」及び「従量料金」から構成される「二部料金制」となっています（表 3-11 参

照）。 

水道料金は、平成30年4月1日に料金改定により値上げを行っています。その結果、給水収益は、

平成 30年度に約 6億円から 7億円に増加しました（図 3-6参照）。 

 

表 3-11 水道料金表 

区分 水道使用量 使用料金(税込み) 

基本料金（1カ月） 10m3まで 1,650円 

超過料金 1m3につき  198円 

 

 

図 3-6 給水収益の推移 
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（５） 経営指標 

平成27年度以降は、経常収支比率（経常費用に対する経常収益の割合）が100％を上回っており、

健全な経営状態にあります。しかし、今後は、更新需要の増加に合わせて給水原価の上昇が予測さ

れます。（表 3-12参照） 

 

表 3-12 経営指標 

指標項目  平成 27 平成 28 平成 29 平成 30 令和元 

経常収支比率  

  100％以上黒字経営 

  100％未満赤字経営 

（％） 103.6 105.3 106.3 114.3 115.6 

供給単価  

1ｍ3当たりの給水収益  
(円・銭） 148.28 148.44 148.56 179.58 179.64 

給水原価  

1ｍ3当たりの費用  
(円・銭) 162.35 158.37 151.14 155.80 153.14 

 

 
図 3-7 経営指標 

 

  

単位 

年度 
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３.３.２ 事業の執行体制 

水道事業を担当する上下水道課は、建設水道部に属し、1 課 3 係体制で運営しています（図 3-8 参

照）。 

管理係は、財政管理や経営に関する業務や予算及び決算などの会計事務を行っています。 

収納係は、上下水道使用料（収納、調定、督促等）などの収納事務を行っています。 

工務係は、事業計画、工事等の設計施工及び維持管理などを行っています。 

 

図 3-8 上下水道課の組織体制 

 

上下水道課の水道事業に従事する職員数は、減少傾向にあり令和元年度末時点で 6 人となっていま

す。（図 3-9参照） 

職員の採用については、上下水道課での独自採用はないため、「海津市定員適正化計画」に基づき、

配置されています。 

年齢構成では、40 歳以上の中堅・熟練職員が多く、また、平均経験年数が 4.08 年となっており、若年

層の育成や技術の継承が課題となっています。 

今後もサービス水準維持のため、内部・外部研修の活用、資格取得の奨励、業務マニュアルの作成・

見直し並びに業務の広域化等を通じて効率的に業務が遂行できる組織体制とする必要があります。 

 

図 3-9 上下水道課（水道担当）の職員の推移 
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図 3-10 上下水道課（水道担当）の年齢構成 

 

 

図 3-11 上下水道課（水道担当）の経験年数 
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３.４ 前回ビジョンの評価 

前回ビジョン（平成 21 年 3 月策定）で示した下記の将来像及び 4 つの長期的政策目標について、現

状評価を行い、今後の課題を抽出します。 

 

【前回ビジョン（平成 21年 3月策定）の将来像・長期的政策目標】 

 

前回ビジョン（平成21年3月策定）では、業務指標（PI）の算出に当っては、平成17年1月に（社）日本水

道協会※１規格として策定された「水道事業ガイドライン ＪWWA Q100」に基づき20項目の業務指標（ＰＩ）

を定め、現状と傾向の把握を行っています。 

業務指標（ＰＩ）方法としては、現在、（公財）水道技術研究センターによる「水道事業ガイドラインを活用

した現状分析ツール」が水道事業体の現状分析を支援する手法として広く用いられており、本ビジョンに

おいても、このツールを活用（最新版：令和元年度※２）し、平成24年度と平成29年度※２の比較及び岐阜

県の平均値との比較を行います。 

（ただし、事業経営に関する項目については、平成30年に水道料金値上げを行い、給水収益が大きく

変わったため令和元年度を採用） 

※１ 日本水道協会は、社団法人から公益社団法人となっています。 

※２ 最新版：令和元年度水道事業（PI）を活用した現状分析ツール」の最新実績年度は平成 29年度  

 

安心 すべての市民が安心しておいしく飲める水道水の供給 

安定 いつでもどこでも安定的に生活用水を確保 

持続 地 域 特 性 に あ っ た 運 営 基 盤 の 強 化 

環境 環 境 保 全 へ の 貢 献 

【 将来像 】 

【 長期的政策目標  】 

安全な水を安定して供給するために 
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（1）“すべての市民が安心しておいしく飲める水道水の供給”を実現するために 

項目 方針及び目標 実現方策（対応策） 方策の成果・課題等 

【安心】 安心・快適な給水の確保 

水質管理 水質管理を強化し、

浄化においては今

後も水質基準に適

合するよう徹底しま

す。 

①巡回及び計測機器の導入に

より、水道原水の水質管理

体制を強化します。 

○  計測機器の導入は行って

いないが、水安全計画を

策定し、水道システム全

般に関するすべての危害

分析を行った上で、これ

まで以上に良質な水道用

水の供給の確保を図って

いる。 

②水質検査計画を策定し実施

します。 

○  水質検査計画及び検査結

果を市のホームページに

公開している。 

③取水・浄水施設の監視を強

化します。 

△  平成 26年度平田・南濃地

区、平成 29年度海津地

区で、Web監視にしたこと

で、施設の運転状況・警

報が個人の携帯電話で

確認出来るようになり、非

常時に迅速な対応が可能

となった。 

④水源周辺の環境保全に取り

組みます。 

△  農薬等の検査を年 1回行

っている。水源はほぼ深

井戸のため、汚染源はな

い。 

※方策の成果・課題等の◎、○、△、×の意味は、以下のとおりです。 

◎見直済、見直中、○対応済み、△対応中、×未対応  



22 

 

項目 方針及び目標 実現方策（対応策） 方策の成果・課題等 

【安心】 安心・快適な給水の確保 

浄・配水

機能 

 

浄水・配水施設等

の機能を見直し、水

質向上に努めま

す。 

①取水・浄水施設等の更新及

び新技術の導入を検討しま

す。 

△  施設の更新計画、水道事

業見直計画、機能診断を

実施している。海津南部

浄水場において、水道水

の濁り対策として PAC注

入設備を現行の水処理フ

ローに追加する。 

②配水施設の更新及び配水管

網の見直しを行います。 

△  施設の更新計画、水道事

業見直計画、管路更新計

画を策定している。これを

もとに、施設や管路を更

新していっている。ただ、

施設数が多く、また更新

管路延長が長く、対応す

る職員も少ないことから

計画どおり管路更新がで

きていない。 

③貯留槽水道の問題を解消す

るため、直結給水を推進しま

す。 

×  直結給水対象住宅が少な

く進んでいない。 

 

業務指標（PI） 

 

※直結給水率を算出は、分子は直結給水件数、分母は給水件数（市全体）となっています。ここで、

直結給水件数は、受水槽を介して（3階以上の建物）給水を行っていた建物に直接又は直結増

圧ポンプにて直接給水している件数となります。海津市の場合、3階以上の建物が少ないため、

この値は低くなっています。 
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項目 方針及び目標 実現方策（対応策） 方策の成果・課題等 

【安心】 安心・快適な給水の確保 

普及率 

 

水道の普及率は、

平成 19年度 3月

末で 96.7％となって

いますが、更なる

普及率の向上に努

めます。 

①水道水の安全性の PRと水

道の普及活動に努めます。 

△  水道週間（毎年 6/1～

6/7）に、市民に水の安全

性の PRや普及活動を行

っている。 

②飲用井戸等の未規制小規模

水道を把握し、指導及び、水

質管理の情報提供を行いま

す。 

△  平成 25年度に専用水

道、簡易専用水道を水道

へ権限委譲した。水道と

同様に対応していってい

る。（※これら小規模水道

の対象件数が少なく、新

規届出もなく、職員の知

識がない。） 

異臭味 

被害 

 

原水水質・浄水水

質を監視し、異臭味

被害の防止に努め

ます。 

①給水装置側での異臭味被害

については、情報提供と対

応に努めます。 

△  給食センター等、独自に

残留塩素濃度の検査を行

っている給水先から情報

をいただいている。 

②顧客アンケートやモニター制

度を導入し、情報収集に努め

ます。 

△  顧客アンケートやモニタ

ー制度を導入していない

が、給水先から情報をい

ただいている。 

③貯留槽水道の衛生管理及び

水質管理指導を積極的に行

います。 

△  専用水道（自家用井戸）で

ある病院の受水槽につい

ては、1回/年、衛生管理

の指導を行っている。 

 

業務指標（PI） 
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（２）“いつでもどこでも安定的に生活用水を確保”を実現するために 

項目 方針及び目標 実現方策（対応策） 方策の成果・課題等 

【安定】 災害対策等の充実 

水の 

相互融通 

渇水時・事故時・災

害時等に備え、旧

隣接給水区域また

は配水池からの給

水が可能な施設整

備を行います。 

①連絡管の整備 

 

 

 

○  平成 25年度～平成 26年

度に海津地区と平田地区

に連絡管（3箇所）を整備

し、災害時に相互融通を

可能としている。また、隣

接する羽島市とも、相互

連絡管を整備している。 

水運用 

機能 

基幹施設・基幹管

路の耐震化及び配

水ブロックの再編

成等、運用機能の

強化を図ります。 

①基幹施設・基幹管路の耐震  

 化 

△  基幹施設、基幹管路の耐

震管の整備は、実施中で

ある。 

②バックアップ配水管の整備 

 

 

○  南濃地区は、配水ブロッ

ク管のバルブを開けるこ

とにより水融通可能な、

供給システムとなってい

る。 

 

業務指標（PI） 
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項目 方針及び目標 実現方策（対応策） 方策の成果・課題等 

【安定】 災害対策等の充実 

応急・復

旧体制の

整備 

海津市水道危機管

理マニュアルに則

り、周辺自治体と連

携をとりながら、応

急給水及び応急復

旧体制の整備に取

り組みます。 

①上水道危機管理マニュアル

の充実 

 

○  平成 21年度に「上水道危

機管理マニュアル」を策

定しているが、現状での

課題や新たな知見を反映

し、平成 27年度見直しを

行った。 

②応急給水及び復旧体制の整   

 備 

 

△  民間の清涼飲料水メーカ

ーと「災害時における飲

料水の供給に関する」協

定を平成 28年４月に締

結し、災害時にナチュラ

ルミネラルウォーターも供

給を受けられる体制とな

っている。 

 

◎応急給水の目標 

区分 発生～（日） 目標水量 給水方式 

第 1段階 3日 3ℓ/人日 給水拠点での給水（タンク車） 

第 2段階 10日 20ℓ/人日 配水幹線付近の仮設給水栓 

第 3段階 21日 100ℓ/人日 配水支線上の仮設給水栓 

第 4段階 28日 250ℓ/人日 仮配管による各戸給水や共用栓 

 

業務指標（PI） 
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（３）“地域特性にあった運営基盤の強化”を実現するために 

項目 方針及び目標 実現方策（対応策） 方策の成果・課題等 

【持続】 水道の運営基盤の強化 

有収率 有収率は、平成 19

年度末で 78.8%とな

っているため、漏水

量を削減し有収率

の向上に努めま

す。 

①漏水調査によって現状を把

握し、漏水対策を行います。 

△  市内を 5ブロックに分け、

5年サイクルで市内全域

の漏水調査を民間業者に

委託（平成 26年度～）し

ている。 

②漏水量を削減するため、配

水ブロックを見直し、適正水

圧で運用します。 

△  適正水圧にするため、南

濃地区にある 24箇所の

減圧弁を平成 29年度か

ら順次更新している。 

③老朽管の布設替えをします。 △  管路更新計画に基づき、

老朽管の布設替えを実施

している。 

 

 

業務指標（PI） 
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項目 方針及び目標 実現方策（対応策） 方策の成果・課題等 

【持続】 水道の運営基盤の強化 

施設更新 老朽化施設を計画

的に更新します。 

①機能診断を実施し、施設耐

用年数及び性能を適正に評

価します。 

○  主要施設は、機能診断

（劣化調査、耐震診断）を

実施済みである。 

②給水量の減少に対応した規

模縮小の検討を行います。 

×  今後、更新に合わせて、

施設のダウンサイジング

を検討していく。 

③事業統合に配慮し、配水系

統等の見直し及び、施設の

再構築の検討を行います。 

◎  現在検討中である（南濃

松山水源地を現在休止

中）。 

 

業務指標（PI） 
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項目 方針及び目標 実現方策（対応策） 方策の成果・課題等 

【持続】 水道の運営基盤の強化 

管理運営 事業統合により、施

設を効率的に管理

運営します。 

①効率的な施設配置とするた

め、配水ブロックを見直しま

す。 

△  水道事業見直基本計画

（平成 26年度）で配水ブ

ロック化計画は策定済で

ある。 

②管理の一体化・集約化により

施設を効率的に運用します。 

×  未実施である。 

③IT等の活用及び、組織の見

直しにより業務の効率化に

努めます。 

×  未実施である。 

④職員の研修等を積極的に行

い、人材の育成や技術の向

上に努めます。 

△  水道協会等の研修に参加

している。 

財政 収入及び支出を見

直し、財政の健全

化に努めます。 

①配水管の布設替えや更新工

事においては、一層のコスト

縮減に努めます。 

△  工事において仮設材の 3

回転用を行っている。 

②3町の収支を比較し、改善に

努めます。 

○  水道事業経営戦略（平成

30年度）により、今後の

財政見通しを検討してい

る。 

③水道料金の設定を検討しま

す。 

○  平成 30年度に料金改定

を行い収益の確保に努め

た。 
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業務指標（PI） 
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項目 方針及び目標 実現方策（対応策） 方策の成果・課題等 

【持続】 水道の運営基盤の強化 

広域化 行政界を越えた広

域化を検討します。 

①施設の管理及び運営につ

て、広域化を検討し、効率的、

合理的運用を図ります。 

△  岐阜県が主導で、広域化

の検討を進めており、県

からのヒヤリングに対応

している。 

②職員の交流や情報交換を積

極的に行い、施設管理の効

率化等を検討します。 

△  各種研修、担当者会議へ

参加している。 
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（４）“環境保全への貢献”を実現するために 

項目 方針及び目標 実現方策（対応策） 方策の成果・課題等 

【環境】 環境エネルギー対策の強化 

省エネル

ギー 

省エネルギーに配

慮した効率的な運

転及び水運用を行

います。 

①事業統合による効率化及び

更新計画に配慮した配水 シ

ステムの検討を行います。 

×  未実施である。 

②給水量が減少傾向にあるこ

とから、送配水系統を見直し

ます。 

×  未実施である。 

③高効率または省エネ型施設

（機械・電気設備等）の導入

に努めます。 

×  未実施である。 

④ポンプ等機械設備の運転を

効率化し、省エネルギーに努

めます。 

×  未実施である。 

環境負荷 環境負荷低減施設

の導入及び手法を

検討します。 

①施設の再構築時において

は、石油代替エネルギーの

利用を推進します。 

△  太陽光発電や小水力発電

等再生可能エネルギーの

検討の結果、費用対効果

の面から導入は難しいこ

とになった。 

②運転及び管理の広域化を検

討します。 

△  岐阜県の主導による運

転、管理の広域化につい

ても検討していく。 

 

業務指標（PI） 
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項目 方針及び目標 実現方策（対応策） 方策の成果・課題等 

【環境】 環境エネルギー対策の強化 

有効率 有効率は、平成 19

年度末で 80.8％と

なっていますので、

約 10%の改善を目

標とします。 

①老朽管の布設替えを実施し

ます。 

△  管路更新計画に基づき、

老朽管の布設替えを実施

している。 

②配水管を適正水圧で管理し

ます。 

△  南部地区の減圧弁の更新

や web監視により水圧を

適正に管理している。 

資源 資源の有効利用に

努めます。 

①資源の有効利用・再生利用

に配慮した整備及び管理を

行います。 

△  工事において仮設材の 3

回転用を行っている。 

 

 

業務指標（PI） 
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第４章 将来の事業環境              

４.１ 外部環境の変化 

４.１.１ 水需要予測 

本市における最新の将来人口予測及び水量実績値に基づく試算では、前回ビジョンを見直した本ビ

ジョンの令和 10年度の予測給水人口は約 30,905人（令和元年度実績の 94％）に、1日当たりの有収水

量は 9,660 ㎥（令和元年度実績の 94％）に減少し、その後も減少していくと予測します。（図 4-1 及び表

4-1参照） 

 

 

図 4-1 給水人口と有収水量の実績値及び予測値 

 

表 4-1 給水人口と有収水量の予測値 
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４.２ 内部環境の変化 

４.２.１ 施設の更新需要予測 

全ての施設を法定耐用年数で更新した場合に発生する費用（以下、「更新需要」という。）は、50 年間

で約 531億円（約 10.6億円/年）となります。（図 4-2及び表 4-2参照） 

更新需要のピークは、法定耐用年数を超過して使用している資産が存在するため、平成 30年度～令

和 4年度（5年単位）の約 125億円となります。（図 4-2及び表 4-2参照） 

 

図 4-2 更新需要（法定耐用年数で更新） 

 

表 4-2 更新需要（法定耐用年数で更新） 
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４.２.２ 更新年数を見直して更新した場合 

法定耐用年数はあくまで会計において減価償却を行うための償却年数であり、実際に使用できる年

数よりも短いことが報告されています。（厚生労働省「アセットマネジメント簡易支援ツール、実使用年数

に基づく更新基準の設定例」） 

本市では、これまでの更新実績等により、施設を更新する基準年数を法定耐用年数の施設 1.5倍、管

路 1.8 倍に設定し、更新需要を試算しました。更新需要のピークは、法定耐用年数で更新する場合と比

較して先に延びることになり、管路の更新需要が増加する令和 35 年度～令和 39 年度（5 年間単位）に

約 104億円になります。（図 4-3及び表 4-3参照） 

 

図 4-3 更新需要（更新基準で更新） 

 

表 4-3 更新需要（更新基準で更新） 
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施設をより長く使用することは、施設の健全性の悪化につながる恐れがあります。そこで「水道事業に

おけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き（2009（平成 21）年 7 月）」で定義されている以下

の指標を使用し、施設の健全度の推移を把握することにより、随時健全性が維持されているかを確認し

ます。 

 

『健全資産』 ：経過年数が法定耐用年数以内の資産 

『経年化資産』：経過年数が法定耐用年数の 1.0～1.5倍の資産 

『老朽化資産』：経過年数が法定耐用年数の 1.5倍を超える資産 

 

施設（構造物及び設備）や管路を更新しない場合は、経年化資産・老朽化資産が増加し、50 年後には

ほぼ全ての資産が経年化資産若しくは老朽化資産になります。 

しかし、更新基準年数（法定耐用年数の施設 1.5 倍、管路 1.8 倍）で更新した場合、施設（構造物及び

設備）は、老朽化資産は発生しません。管路は令和 24 年度以降老朽化資産が発生し、令和 34 年度で

最大 50％となります。（図 4-4参照） 

 

 

図 4-4 構造物及び設備、管路の健全度 

（更新基準で更新する場合及び更新しない場合）  
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第５章 海津市水道事業の理想像と基本理念 

５.１ 基本理念と施策目標 

水道事業は、常に【安全】で良質な水道水を安定的に供給する【強靭】な水道を目指して、「市民の暮

らしと憩いを支えるライフラインとして信頼できるシステムの維持と必要な再構築を実施し次世代に継承

【持続】する」という考えは、前ビジョンと変わらず、本ビジョンへ引き継がれるべき将来像です。 

そのために、本市の将来に向けて設定する海津市新水道ビジョン【令和3年度～令和10年度】の基本

理念を『水の安全と安定を未来へ 海津の水道』とし、厚生労働省から示された水道ビジョンの主要政策

課題である【安全】、【強靭】、【持続】に準じて、施策目標を定めます。 

 

【 基本理念 】 

 

【 施策目標 】 
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５.２ 実現方策の設定 

基本理念のもと掲げた3つの柱となる施策目標について、それぞれ計画的に事業運営に反映させる

ための実現方策を設定します。 

施策目標 【Ⅰ 安全】 “安全で良質な水道水の供給” 
 

そのために、水源から蛇口に至るまで一貫した水質管理により安全性を確保するとともに、高度化し

ている需要者ニーズを満足するおいしい清廉な水の供給を目指して、次のとおり実現方策を定めます。 

 

 

 

 

 

 

施策目標 【Ⅱ 強靭】 “災害に強い水道施設等の整備” 
水道は、いまや市民生活や産業活動にとって一時も欠くことのできない重要なライフランとなってお

り、いつでも不足することなく供給することが求められています。そのために、地震等の自然災害、異常

渇水、停電、水質事故などの非常事態においても、被害を最小限に抑える強靭な水道施設の耐震化と、

柔軟に応急措置や早期復旧が行なえることを目指して、次のとおり実現方策を定めます。 

 

 

 

 

水道事業において、何よりも優先すべき使命は、安全で良質な水を供給することです。 

そのために、水源から蛇口に至るまでの一貫した水質管理による安全性を確保すべく、水

質検査体制や水質基準の遵守、水安全計画に基づくリスク管理を強化するとともに、水道水

を取り巻く環境の改善を推進し、サービスの内容や質など高度化しているお客様ニーズを満

す「安全・安心」な水の供給を目指して、次のとおり実現方策を定めます。 

これは、諸関係団体との連携を強化し質検査体制や水質基準の遵守、水安全計画に基づくリ

スク管理体制を向上させるとともに、水道水を取り巻く環境の改善を図ることを目指して、

次のとおりに実現方策を定めます。 

 

水道は、市民生活や産業活動にとって欠くことのできないライフラインとして重要な役割

を担っており、災害時であっても不足することなく供給することが求められています。 

そのため、水道環境に適応した水運用体制を整備し、地震等の自然災害や水質事故などの

あらゆる非常事態において、被害を最小限に抑えつつ、柔軟な応急措置や早期復旧が行える

など、災害に強い水道システムの構築を目指して、次のとおりに実現方策を定めます。 

【Ⅰ 安全】の 

【Ⅱ 強靭】の 
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施策目標 【Ⅲ 持続】 “水道事業の経営基盤の強化” 

              “お客様サービスの向上” 

              “環境保全・省エネルギー対策を推進する水道” 

 

  

水道事業が将来にわたり、安全で安定的な「水」を供給するためには、健全な事業運営を

持続していくことが不可欠です。 

そこで、健全な事業運営を持続するためには、現在のサービス水準（水道水の水質、水量、

料金、緊急時の対応等）を継続、更には向上させるためにコスト縮減や民間活用など、効率

的な水道システムの再構築を図るとともに、水道技術の継承や事業に携わる人材を育成しつ

つ、需要者に対する積極的な情報発信とお客様ニーズの把握に努めて、サービス水準を向上

させる必要があります。 

また、公益的サービスの提供者としての社会的責任と、あわせて、自然の恵みである水を

利用していることから環境への対策にも努めなければなりません。更に、水道事業の継続は、

健全な水循環系の構築につながり、これが環境保全を推進することとなります。そのために

は、省エネルギーや資源の有効利用などに積極的に取り組み、資源循環に配慮した水道シス

テムの構築を目指して、次のとおりに実現方策を定めます。 

 

 

 
【Ⅲ 持続】の 
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第６章 重点的な実現方策 

将来像として設定した施策目標を達成するための実現方策について、次の６.１「目標実現のための具

体的施策」の項目で課題と今後の具体的施策を示します。 

続く６．２「事業実施計画」の項目で実現スケジュールを定め、各種実現方策を推進していきます。 
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６.１ 目標実現のための具体的施策 

６.１.１ 【安全】 安全で良質な水道水の供給 

実現方策① 水質管理体制の強化 

〔現状及び課題〕 

水質管理に関連しては、平成 17年度から水道法に基づく水道水の水質検査について「水質検査計画」

を策定・公表することが義務づけられました。 

本市でもこの計画を策定し、市ホームページ等で公表しています。水質検査計画では、各給水エリア

末端において、水源毎で毎月実施しています。その結果により適宜対応を行っています。  

また、平成 26 年度平田・南濃地区、平成 29 年度海津地区で、Web 監視にしたことで、施設の運転状

況・警報が個人の携帯電話で確認出来るようになり、非常時に迅速な対応が可能となりました。 

 

携帯電話での施設の運転状況等の画面 

 

今後も迅速な水質把握や、水質基準項目の追加や基準値が厳しくなった場合でも速やかな対応が不

可欠です。 

さらに、水源から蛇口まで水道水を届ける過程には、様々な危害水（水道水質の安全性に問題を生じ

させる可能性のある要因のことで災害や人的ミスなどがある）が存在しています。これらの危害を把握・
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分析した上で対策を立て、実際に発生した事象に迅速かつ適切に対処し、水道水の安全性を確保する

システムが水安全計画です。 

海津市では、近年、原水水質の変化もあり特に注視しており、これを含め平成 27 年度に策定した「海

津市水安全計画」に基づき、原水・浄水・配水の段階における水質を管理していきます。 

 

〔具体的施策〕 

●水質検査計画の適切な実施 

お客様に水道水を届ける前に、浄化された水が水質基準を満たすかどうか、適正に検査してい

ます。 

水質検査は、水源毎に原水及び蛇口での水質基準、検査項目と検査回数を定め、水質検査計画 

として策定・公表しており、計画に基づき適切な検査を日々実施します。 

 また、必要に応じ浄水過程の水質確認も検討していきます。 

 

●連続自動水質監視装置の検討 

今後の水質基準項目あるいは基準値の動向や、配水区域の水質の状況を勘案して、末端での

迅速な水質の把握のため、各水源管末に連続自動水質監視装置の設置し、個人の携帯電話等

の端末で監視することができるように検討していきます。 

 

●水安全計画に基づく適切な水質管理 

「海津市水安全計画」の運用により、水源から蛇口までの間に危害が発生した際の迅速な対応に 

より、安全で良質な水道水をお届けします。 

 

実現方策② 水質の改善 

〔現状及び課題〕 

海津市の水源は深井戸がほとんどで、水質は良好です。しかし、海津南部浄水場において、平成 23

年夏頃から原水の濁度・色度の上昇から、水道水の濁りが発生しています。この対策としてPAC注入設

備を現行の水処理フローに追加する

こととし、さらに安定した運転管理や

維持管理を行うため PAC貯留槽及び

注入ポンプ設備の設置、PAC の十分

な混和を目的としたラインミキサーの

設置及び薬品の冷却化も併せて行う

ことにしました。これら追加工事は令

和 2年度完了とします。 

また、将来水需要量の減少が見込

まれるため、管内での滞留時間が長く

なることで、その管内に付着する鉄錆

びにより残留塩素濃度が減少し、残留塩素濃度適正管理が難しくなるおそれがあります。 
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さらに、平成 25年 4月より専用水道及び簡易専用水道に係る権限は、岐阜県から海津市に移譲され

ました。また、水道法の規制対象とならない小規模水道及び小規模受水槽水道の衛生対策に係る事務

についても本市が行うことになりました。特に、貯水槽水道といわれる簡易専用水道（受水槽容量が 10

㎥を超えるもの）、小規模受水槽水道（受水槽容量が 10 ㎥を以下のもの）については、メータまでの水

の水質管理は水道事業者の責務ですが、メータ後の管理・検査は貯水槽設置者の責務となっています。

したがって、管理が適切に行われない場合、水質汚染など衛生面での問題が発生するおそれがありま

す。 

 

〔具体的施策〕 

●取水・浄水施設の更新並びに改善 

今後、水源環境の変化等で原水水質が変化する場合も考えられます。 

また、国の水質基準の改定されたときには、既存の浄水処理方法を基本とした原水水質に最も

適した効果的な浄水処理方法について検討し、取水・浄水施設を更新していきます。 

 

●管路の更新 

   適正な残留塩素濃度を確保するためにも、管路更新時には、ダウンサイジングを行い管径の見 

直し及び、配水区域間の相互連絡を可能とする連絡管を布設します。 

また、老朽管の更新時には、配水管内に付着する鉄錆び等による残留塩素の低下を防ぐため管

種の選定をします。 

 

●異臭味対策 

  水道水の異臭については、情報を基に現地調査並びに採水を行い関係者に連絡し、検査機関検 

 にて、水質検査を行います。 

貯水槽水道等については、状況について把握し、特に法定検査義務のない 10 ㎥以下の小規模

貯水槽水道についても点検の指導を行い、安心して水道を使ってもらえるように設置者に対し適切

な管理方法に関する啓発を行っています。 
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６.１.２ 【強靭】 災害に強い水道施設等の整備 

実現方策① 危機管理体制の構築 

〔現状及び課題〕 

海津地区と平田地区は、3カ所で連絡管を整備しており、災害時などに相互融通できるようになってい

ます。 

また、南濃地区は、6系統（1系統休止中）の配水区域がありますが、非常時には、配水区域間のバル

ブを開けることで相互融通可能な水供給システムとなっています。 

 

海津地区と平田地区及び南濃地区内の相互融通 

 

さらに、本市と市域が隣接する羽島市には相互に通水できるよう相互連絡管を整備しており、災害時

などに水を供給できるよう、近隣市との協力体制を整えています。 
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羽島市との相互連絡管 

 

災害など多岐にわたる危機に対しては、迅速かつ円滑な対応が求められるため、平成 21 年度に「上

水道危機管理マニュアル」を策定し、その後各地での大規模災害等発生時の対応から顕在化した課題、

知見等を反映し、平成 27 年度に改訂を行いました。災害時の訓練については、本市の防災訓練及び日

本水道協会主催の防災訓練に 1 回/年程度参加しています。今後は、危機管理マニュアルの実行力を

高めていく必要があります。 

災害時の応急・復旧については、応急給水のため 1.5 tの車載用給水タンク 2つとトラック 1台を非常

時に備えて、所有しています。なお、市消防署には、5ｔの給水車も完備しています。そのほかに、民間の

清涼飲料水メーカーと「災害時における飲料水の供給に関する」協定を平成 28年 4月に締結し、災害時

にナチュラルミネラルウォーターの供給を受けいれる体制となっています。今後、専用給水車の配備に

つきましては、検討して行きます。 

また、災害対策は地震等自然災害だけではなく、危機管理として水道施設への毒物投入等のテロ行

為（人為災害）を防止する必要があります。現状では、水源地、浄水場、配水池については、門扉を設置

し、施錠の徹底を図り、侵入を防止しています。重要施設には、セキュリティ対策をさらに充実させていく

必要があります。 

 

〔具体的施策〕 

●事故対応能力の向上 

大規模な地震等災害の発生に備え、災害時の優先実施業務を定めた「上水道事業業務継続計

画（上水道 BCP）」を作成するとともに、必要な分野において相互応援協定の締結検討や、マニュア

ル類の実行力を高めるため、訓練の実施を通してその内容を改善し、充実させていきます。 
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また、災害・事故時に、平田地区と羽島市との間にて緊急連絡管を活用し、被害の軽減を図りま

す。 

また、緊急連絡管を拡大するため、今後、隣接市町とも協議を行い、整備に努めていきます。 

 

●テロ対策 

水源地・浄水場、配水池等の重要施設への侵入者監視やテロ対策として、水質管理、警備会社

の赤外線センサーによるセキュリティシステムや CCTV カメラの設置を検討し、セキュリティ面の改

善を図ります。 

 

実現方策② 施設の更新・耐震化 

〔現状及び課題〕 

南海トラフ巨大地震等大規模地震の発生が危惧されているなかにあって、本市は、「南海トラフ地震

防災対策推進地域」の指定を受けおり、また、養老・桑名・四日市断層および平地部の伏在断層が市域

に存在しています。地震災害に遭っても被害を最小限にとどめ、最低限の給水を確保するために、施設

の耐震化が求められています。 

施設の耐震診断は実施済みであり、その結果を踏まえたコンクリート増厚やせん断補強筋の補強等

耐震化対策（耐震化工事の方向性）を定めており、計画的な更新を図っていきます。 

 施設の老朽度については、水源地、浄水場、配水池は、法定耐用年数が 60 年となっており、この基準

からみると経年化（法定耐用年数を超える）はしていません。 

また、水源地、浄水場、配水池の電気・機械設備は、法定耐用年数を超過しているものが 60％と経年

化が進んでいます。電気・機械設備は法定耐用年数が 10 年～15 年と短いものの、施設更新計画に基

づき延命化を図り更新しております。 

なお、施設の更新にあたっては、現在施設利用率 45.7％、最大稼働率 53.6％の状況であることから、

適正規模での更新が必要です。 

 

〔具体的施策〕 

●基幹施設の耐震化 

各水源と浄水場は、水道水をつくる拠点となる重要な施設であり、引き続き大規模地震に備えた

耐震化を図るとともに、合わせて老朽化した設備を計画的に更新していきます。 

特に配水池やポンプ場は、各家庭へ給水するための重要な施設で、計17施設あるため、耐震診

断を踏まえた「海津市水道事業見直基本計画」に基づき、計画的に耐震化を進めるとともに老朽化

した設備も更新していきます。 

 

 

●設備の更新 

「計装設備」については、適切なメンテナンスを行い長寿命化を図るなかで、次の更新時期を検

討していきます。 
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●適正規模での更新 

将来的に水需要の減少が見込まれることから、施設全体の規模についてダウンサイジングも含

めた適正化を検討する必要があります。 

まず、再検討をおこない各水道施設について休止中の施設の再稼働も含め、具体的な検討に取

り組みます。 

 

実現方策③  基幹管路(導水管､送水管及び配水管)の耐震化 

〔現状及び課題〕 

管路のうち、基幹管路は地震などで破損した場合、市民生活に多大な影響を与えるおそれがあり、早

急に更新し、耐震化を進める必要があります。本市の基幹管路の耐震化率は 4.6％（平成 30 年度）とな

っています。基幹管路や基幹管路以外の配水管についても、避難所・病院などにつながる重要度の高

い管路（重要路線）を優先的に更新し、耐震化を進める必要があります。現在、重要路線から順次、耐震

化を進めています。 

 

重要路線の耐震化（平田中学校） 

 

〔具体的施策〕 

●管路耐震化整備 

「管路更新計画」（平成28年度策定）をもとに、具体的な更新年次を策定し、管路の耐震化につい

ては、老朽管更新にあわせて、耐震性の高い管路（耐震管）を採用し、管路の耐震化を重要路線か

ら進めていきます。 

耐震管には、ダクタイル鋳鉄管（NS形、GX形）、配水用ポリエチレン管等があります。 

本市においては、地質条件により平田・海津地区は、重量が軽く可とう性の高い配水用ポリエチ

レン管、南濃地区は、ダクタイル鋳鉄管（NS形、GX形）を使用します。 
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【一般管の平常時の状態と地震時の状態】地震時→破損して漏水→断水、浸水 

平常時 

 

➔ 

地震時 

 

 

【耐震管の平常時の状態と地震時の状態】地震時→被害なし 

平常時 

 

➔ 

地震時 

 

 

   

GX形ダクタイル鉄管の構造（直管部） 

（出典：日本ダクタイル鉄管協会のパンフレット） 

 

 

 

 

 

  

水道配水用ポリエチレン管の性能イメージ 

（出典：配水用ポリエチレンパイプシステム協会の

パンフレット） 
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実現方策④  施設・管路の維持管理の充実 

〔現状及び課題〕 

国は、水道事業者に対して、適切な資産管理の推進を求めています。具体的には、水道施設台帳の

作成・保管を令和 4年 9月までに義務付け、合わせてアセットマネジメント計画に基づき、施設を計画的

に更新することを推進しています。 

そのためには、台帳や点検を含む維持･修繕の結果を活用し、長期的・計画的な観点から水道施設を

管理・更新することが重要となります。 

また、施設・設備については、工事や修繕の竣工図書類が紙のみの場合があり、管理しやすい電子

データ化を進める必要があります。 

管路については、管路情報管理システム（マッピングシステム）を導入し、口径、材質、布設年度など

様々な情報を一元的に管理しています。 

 

〔具体的施策〕 

●水道施設台帳整備 

水道施設を適切に管理するために、施設・設備の構造や経年履歴、図面・竣工図書類など、施設

の諸元や点検調査に関する情報などを電子化した水道施設台帳を整備します。 

 

●管路情報システム（マッピングシステム）の活用 

マッピングシステムについては、老朽管更新の状況をデータ管理するなど、様々な分野で活用し

ていきます。 

 

   ●水道資機材の確保 

確保可能な資機材は事前にストックします。その他の資機材については、関係事業者と連携を強

化します。 
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６.１.３ 【持続】 水道事業の経営基盤の強化 

実現方策① 将来を見据えた経営 

〔現状及び課題〕 

今後、施設の老朽化及び耐震化を含めた大規模な更新需要があり、水道資産を適切な状態で維持す

るため、施設の更新時期に関し、管路の状態を適格に把握する必要があります。 

一方で、給水人口の減少に伴い料金収入の確保がますます困難になる中で、料金収入の増加に結

びつきにくい施設の更新を進めるためには、財政収支見通しの検討が重要です。 

このような状況のもと、財政状況を踏まえ、優先度を考慮した計画的な更新に取り組む必要がありま

す。 

 

〔具体的施策〕 

●中長期的な視点での持続可能な経営 

老朽化施設から順次、更新を行っていく必要がありますが、施設整備に必要となる資源（ヒト、モ

ノ、カネ）には制約があり、施設の延命化を図りつつ、更新時期の平準化が必要です。それには、ア

セットマネジメントの視点で中長期的な更新計画を将来にわたり実践していく必要があります。 

 アセットマネジメントでは、水道施設の点検や診断などから劣化状況を把握する「ミクロマネジメ

ント」、これらの結果で得られた「必要情報の整備」、得られた情報をもとに中長期的な更新需要と

財源の見通しを立てる「マクロマネジメント」、さらに、これらの結果を具体的な計画に落とし込み、

お客様へ情報提供していく「更新需要・財政収支見通しの活用」という４つの実践サイクルがありま

す。 

現在、「海津市水道事業経営戦略」の中で、マクロマネジメントの検討は実践済みですが、これら

アセットマネジメント全体の導入の検討を行っていきます。 

なお、アセットマネジメントを実践する上で必要となる情報は、データベース化が必須です。先に

示したとおり施設更新計画の見直し、水道施設台帳の整備も継続していきます。 
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アセットマネジメントの構成要素と実践サイクル 

出典：「水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き」（平成 21年7月）厚生労働省健康局水道課 

 

実現方策② 有収率の向上 

〔現状及び課題〕 

有収率は、水道料金収入の算定基礎となる有収水量を給水量で除したものであり、この率が高いほ

ど、給水に無駄がなく効率的といえます。本市の有収率は、76.1％（平成 29年度）と県平均 77.9％と比較

して低くなっています。 

平成 26年度より民間業者に委託し、市内全域を 5ブロックにわけ、5年サイクルで漏水調査を実施し

ています。 

また、南濃地区では、24 箇所の減圧弁（平成 29 年度から順次更新）により水圧をコントロールし、漏

水量を削減しています。 

老朽管更新や漏水調査による早期発見、並びに住民からの漏水情報により確認修繕をおこない漏水

量を削減し、有収率の向上を目指します。 

 

〔具体的施策〕 

●有収率の向上 

漏水の原因となる老朽管については、先に示した「管路更新計画」（平成 28 年度策定）をもとに具

体的な更新年次を策定し、耐震管への更新を随時行っていきます。また、効率的な漏水調査を実施

しそれに加えて、漏水が多い管路を特定します。 
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実現方策③ 民間活力の導入 

〔現状及び課題〕 

平成 30 年の水道法改正により、水道事業においては、施設等の包括委託や水道法に基づく第三者

委託、施設の設計や整備、維持管理運営等を一体として発注するPFI、DBO、DB等、多様な形態の官民

連携手法が採用され、民間委託が推進されています。これら手法は、職員が少ない中、施設や管路更

新を確実に実施するための手法として有効であり、令和元年に策定された「水道の基盤を強化するため

の基本的な方針（令和元年度厚生労働省告示第 135号）」に官民連携の活用の目的を明確化した上で、

地域の実情に応じ、適切な形態の官民連携を実施することが重要とされており、本市の組織体制等、包

括的な民間委託の導入を検討し、運営基盤の維持・強化策として官民連携を進めていく必要があります。 

 

〔具体的施策〕 

●多様な PPPの活用 

これまで民間に委託している業務の検証を行うとともに、各種事務事業について民間で対応可能

な業務の委託について検討を行います。 

例えば、管路について、その設計、施工に関して、設計・施工一括発注方式（DB方式）という方法

があります。これは民間企業の優れた技術を活用し、設計・施工の品質確保、合理的な設計、効率

性を目指す方式であり、今後増加する事業を計画どおり執行することの一つの方式です。 

 

実現方策④ 広域化の検討 

〔現状及び課題〕 

水道の広域化は主として効率的に水需給の均衡を図る目的で行われてきましたが、近年は、経営基

盤や技術基盤の強化という観点から、地域の実情に応じて事業統合や共同経営だけでなく、管理の一

体化等の多様な形態による広域化（新たな概念の広域化）が提唱され推進されています。 

 

 

これからの広域化のイメージ 
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現在、岐阜県が行っている「岐阜県水道事業広域連携研究会」により、県内市町村の水道事業の広域

連携に関する研究を行っています。 

 

〔具体的施策〕 

●広域化の検討 

本市が属している大垣広域水道圏内での広域連携について、本市の実状に応じた広域化のあり

方についても検討を進めていきます。 

 

実現方策⑤ 人材の育成・確保 

〔現状及び課題〕 

平成 27 年度からの組織再編により、上下水道一体の組織体制（上下水道課）となり、職員数の減・業

務の効率化に努めてきました。その結果、健全な事業運営を継続するためには、職員一人ひとりの資質

の向上が求められます。 

この資質の向上につきましては、職員間の引継ぎ、各種専門者からの指導及び、実務に直接関連す

る研修を積極的に受講しています。 

 

〔具体的施策〕 

●人材の育成 

最新の情報による水道の動向を把握し、技術力の向上を図るため、各種研修会への積極的な職

員の参加と異動時の業務の引継ぎを徹底しています。また、今後も業務知識の向上のため、異動

職員並びに新任職員を対象に適正な時期に、各種研修会等に職員を派遣し人材育成をします。 

 

●人材の確保 

「海津市定員適正化計画」に基づき職員数は配置されますが、今後の施設等更新需要の増大等

を踏まえ、組織体制強化における職員の増要望及び、技術職員の育成に努めます。 
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６.１.４ 【持続】“お客様サービスの向上” 

実現方策①  広報・広聴活動の充実 

〔現状及び課題〕 

本市水道事業の現状について、より身近に感じていただき、理解を深めていただくためには、お客様

が知りたい情報や上下水道課がお知らせしたい情報を分かりやすく発信していくことが重要です。 

本市では、市のホームページや月 1 回発行される市報へ水道関連記事の掲載など、継続しお客様へ

情報提供に取り組んでいきます。 

 

〔具体的施策〕 

●市民への PR活動 

市報により、お客様のニーズに応えるよう常に見直しを行うなど充実を図ります。 

また、市のホームページについては、その特性を活かして、常に最新の情報を発信するツールと

しての有効活用を図ります。 

実現方策② お客様のサービスの充実 

〔現状及び課題〕 

水道使用料がこれまでの金融機関や市役所・各支所窓口での取扱いに加えて、平成 28年 1月から、

全国の主なコンビニエンスストアでお支払いができるようになり、利便性を向上させてきました。 

また、市のホームページに、給水水質のデータや水道料金及び水道工事の案内等、水道の情報を提

供しています。 

今後も、インターネット等の活用により、より一層お客様サービスの向上に努めていくことが求められ

ています。 

 

〔具体的施策〕 

●お客様の満足度の向上 

インターネットの普及に伴い、パソコンや携帯電話からの各種手続きが行える環境が整いつつあり

ます。水道の開栓（使用開始）・閉栓（使用中止）の届出、修繕工事の申し込みの斡旋、問い合わせ

等各種ネットサービスの研究を行います。  
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６.１.５ 【持続】“環境保全・省エネルギー対策を推進する水道” 

実現方策① 環境負荷の低減 

〔現状及び課題〕 

水道事業は、公の事業として一層の環境負荷の低減を図ることが求められると考えています。 

この事業の環境負荷低減策として、太陽光発電や小水力発電等再生可能エネルギーが考えられます。

これについては、導入可能性調査を本市で行いましたが、費用対効果分析の結果、導入が難しいと判

断されました。 

 

〔具体的施策〕 

●省エネルギー化による地球温暖化対策の推進 

省エネルギー対策は、ランニングコスト縮減対策にもつながることから、機器類の更新時に、高

効率機器やインバータ制御のポンプなど省エネルギー機器の採用についても検討していきます。 

本市は、照明をＬＥＤに変更する等対応可能なところから進めています。 

 

実現方策② 資源循環の推進活用 

〔現状及び課題〕 

水道事業運営の中で発生する副産物には、工事に伴う建設副産物（土砂、アスファルトコンクリート等）

があります。これらを廃棄物とせず、可能な限り埋戻し材や舗装材料などの土木資材に再資源化し、リ

サイクル率の向上を目指します。 

また、施設更新より発生する再生可能部品等を確認しています。 

 

〔具体的施策〕 

●建設副産物のリサイクル 

建設副産物の有効利用は、工事時に発生する廃棄物を減量化すること、新たな資源を消費しなく

てよいことという2つの利点があります。建設副産物の再資源化や再生材の積極的な利用を実施し

ます。  
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６.２ 事業実施計画 

実施計画期間の設定  前期：令和 3年度～令和 6年度 

後期：令和 7年度～令和 10年度 

施策 

目標 
実現方策 具体的施策 前期 後期 

Ⅰ 安 全 

安
全
で
良
質
な
水
道
水
の
供
給 

①水質管理体制の強化 ■水質検査計画の適切な実施 

 

■連続自動水質監視装置の検討 

 

■水安全計画に基づく適切な水質管理 

 

  

②水質の改善 ■取水・浄水施設の更新 

 

 

■管路の更新 

 

 

■異臭味対策 
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施策 

目標 
実現方策 具体的施策 前期 後期 

Ⅱ 強 靭 

災
害
に
強
い
水
道
施
設
等
の
整
備 

①危機管理体制の構築 ■事故対応能力の向上 

 

■テロ対策 

 

  

②施設の更新・耐震化 ■基幹施設の耐震化 

 

■設備の更新 

 

■適正規模での更新 

 

  

③基幹管路(導水管､送水

管及び配水管)の耐震化 

■管路耐震化整備 

 

  

④施設・管路の維持管

理の充実 

■水道施設台帳整備 

 

■管路情報システム（マッピングシステム）の 

活用 

 

  

  



59 

施策 

目標 
実現方策 具体的施策 前期 後期 

Ⅲ 持 続 

水
道
事
業
の
経
営
基
盤
の
強
化 

①将来を見据えた経営 ■中長期的な視点での持続可能な経営 

 
  

②有収率の向上 ■有収率の向上 

 
  

③民間活力の導入 ■多様な PPPの活用 

 
  

④広域化の検討 ■広域化の検討 

 
  

⑤人材の育成・確保 ■人材の育成 

 

■人材の確保 

 

  

お
客
様
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
化 

①広報・広聴活動の充

実 

■市民への PR活動 

 
  

②お客様のサービスの

充実 

■お客様の満足度の向上 

 
  

環
境
保
全
・省
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
を 

推
進
す
る
水
道 

①環境負荷の低減 ■省エネルギー化による地球温暖化対策の推

進 

 

  

②資源循環の推進活用 ■建設副産物のリサイクル 
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第７章 フォローアップ 

「海津市新水道ビジョン令和 3 年度～令和 10 年度」で掲げた目標や取組みについては、（仮称）海津

市水道事業経営審議会において、その達成状況を継続的に検証し、必要に応じて、新たな定量的な目

標の設定、施策自体の見直し等を行うなど、ＰＤＣＡサイクルを着実に実施し、ビジョンの実現を図ってい

きます。（図 7-1参照） 

また、計画の見直しは、海津市水道事業経営戦略のアクションプラン（行動計画）の見直しと整合を図

り、5年を目安に行います。 

 

 

 

 
 

 

図 7-1 進捗管理（PDCAサイクル）  

海津市新水道ビジョン 

（令和3年度～令和10年度） 

 

 

 

 

 

 

基本理念：「水の安全と安定を未来へ 海津の水道」 

図 7-1 進捗管理（PDCAサイクル） 
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附属資料 【用 語 集】 
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用語解説 意       味 

あ 

アセットマネジメント 

水道施設による給水サービスを継続していくため、補修・更新といっ

た施設管理に必要な費用と、そのための財源を算定し、長期的な視点

に立って経営していくこと。 

一日最大給水量 

年間の一日給水量のうち最大のものを一日最大給水量（㎥/日）と

いい、これを給水人口で除したものを一人一日最大給水量（L/人/日）

という。 

応急給水 

地震、渇水及び配水施設の事故などにより、水道による給水ができ

なくなった場合に、被害状況に応じて拠点給水、運搬給水及び仮設給

水などにより、飲料水を給水することである。 

か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管路情報システム 

（マッピングシステム） 

コンピュータを用いて地図情報を作成・管理する技術で、地図情報

に地下埋設管や関連施設の図形に加え、管路の口径、管種、埋設年

度と言った属性情報や、管理図面などをデータベースとして一元管理

するシステムである。 

企業債 
地方公営企業が行う建設改良事業などに要する資金に充てるため

に起こす地方債（国などから長期で借り入れる借金）。 

給水 

給水申込者に対し、水道事業者が布設した配水管より直接分岐し

て、給水装置を通じて必要とする量の飲用に適する水を供給するこ

と。 

給水区域 

当該水道事業者が厚生労働大臣の認可を受け、一般の需要に応じ

て給水を行うこととした区域をいう。水道事業者は、この区域内におい

て給水義務を負う。 

給水原価 

有収水量 1㎥当たりについて、どれだけ費用が掛かったかを表して

いる。計算は次式で算出する。 

{経常費用－(受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯工事

費)}/年間総有収水量(円/㎥)＝給水原価(円・銭/㎥)。 

給水収益 

水道事業会計における営業収益の一つで、水道事業収益のうち、

最も重要な位置を占める収益。通常、水道料金として収入となる収益

がこれに当たる。 

給水人口 
給水区域内に居住し、水道により給水を受けている人口をいう。給

水区域外からの通勤者や観光客は給水人口には含まれない。 

給水量 

給水区域内の一般の需要に応じて給水するため、水道事業者が定

める事業計画上の給水量のこと。統計などにおいては、給水区域に対

して給水をした実績水量をいう。 

急速ろ過 

原水中の懸濁物質を化学薬品である凝集剤を用いて凝集沈澱処理

し、残りの濁質を 1日120～150mの速度の急速ろ過池でろ過して除去

する方法。 
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用語解説 意       味 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

供給単価 

供給単価は給水収益を有収水量で除した数値であり、1 ㎥当たりの

販売価格を表す。1 ㎥の水を供給したときの平均収入額をみる指標。

計算は次式で算出する。 

給水収益÷年間総有収水量(円/㎥)＝供給単価(円・銭/㎥)。 

業務指標（ＰＩ） 

「水道事業ガイドライン」における業務指標は、水道サービスの目的

を達成し、サービス水準を向上させるために、水道事業全般について

多面的に定量化するものである。業務指標を算定することによっての

業務の定量化を目指すものではあるが、特に具体的な基準値は設定

されていない。 

経営戦略 

各公営企業(地方公共団体が経営する水道事業や病院事業、交通

事業等の企業活動を言う）が、将来にわたって安定的に事業を継続し

ていくための中長期的な経営の基本計画。その中心となる「投資・財

政計画」は、施設・設備に関する投資の見通しを試算した計画（投資試

算）と、財源の見通しを試算した計画（財源試算）を構成要素とし、投資

以外の経費も含めた上で、収入と支出が均衡するよう調整した中長期

の収支計画となっている。 

原水 

浄水処理する前の水。水道原水には大別して地表水と地下水があ

り、地表水には河川水、湖沼水、貯水池水が、地下水には伏流水、井

水などがある。 

建設副産物 建設工事に伴い副次的に得られた物品をいう。 

広域化 

給水サービスの高度化やライフラインとしての社会的責務を果たす

ために必要な財政基盤及び技術基盤の強化を目的として、複数の水

道事業が事業統合を行うこと、または、その目的のために複数事業の

管理の全部または一部を一体的に行うこと。 

硬質塩化ビニル管 

塩化ビニル樹脂を主原料とし、安定剤、顔料を加え、加熱した押出し

成形機によって製造したもの。塩化ビニル管又は塩ビ管とも呼ばれて

いる。この管は、耐食性・耐電食性に優れ、軽量で接合作業が容易で

あるが、反面、衝撃や熱に弱く、紫外線により劣化し、凍結すると破損

しやすい。接合方法には、ビニル管用接着剤を用いた接合（ＴＳ継手）

とゴム輪接合（ＲＲ継手）がある。 

なお、衝撃に強い耐衝撃性硬質塩化ビニル管もある。 

さ 

 

 

 

 

 

CCTVカメラ 
閉回路テレビカメラ(Closed Circuit TV Camera)。監視だけに限定した

用途のカメラ。 

残留塩素 
水に注入した塩素が、消毒効果をもつ有効塩素として消失せずに残

留している塩素のこと。 

事業認可 
水道事業又は水道用水供給事業を経営しようとする際に、厚生労働

大臣又は都道府県知事から受ける認可をいう。この事業認可は、行政
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用語解説 意       味 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法上の公企業の特許に相当するもので、認可を受けないと法の保護

を受けることができない。水道事業の経営が自由に行われると、水道

事業が乱立し、事業の計画的な遂行が困難となり、水道事業の目的で

ある水を安定して供給することができなくなる恐れがあるので、公共

の利益を保護し、公衆衛生を確保するため認可が必要とされる。 

自己水源 水道事業者自らが保有する水源。 

取水 
地表水、河川水、湖沼水及びダム水、地下水から適切な取水施設を

使い原水を取り入れること。 

受水槽 

給水装置からの水を直接受水するための水槽。各水道事業体の基

準により直結給水方式ができない場合又は需要者が常時一定の水量

を使用する場合などに設置される。 

小水力発電 

一般河川、農業用水、砂防ダム、上下水道など、現在無駄に捨てら

れているエネルギーを有効利用する。発電規模は、明確な定義はな

いが 1,000 kW 以下のものをいう。小水力発電に必要な落差（水頭差）

と流量が存在する箇所が候補地となる。水道システム内では、制御弁

等で減勢している箇所が有効な候補地となる。一例としては、「浄水場

着水井流入地点」、「配水池流入地点」等が考えられる。 

浄水 

河川、湖沼、地下水などから取水した原水は、種々の物質、生物、

細菌などが含まれているので、そのままでは飲用に適さない。これら

の水中に含まれている物質などを取り除き、飲料用に供するための適

切な処理を行い、水道法に定められた水質基準に適合させる操作を

いう。また、この処理操作を浄水処理といい、それを行う場所を浄水場

という。 

水源 

一般に取水する地点の水をいうが、河川最上流部やダム湖などそ

の水の源となる地点の水を指す場合がある。水源の種類には、河川

表流水、湖沼水、ダム水、地下水、湧水、伏流水がある。 

水質基準 
水道水が備えなければならない水質上の要件として水道法に規定

されている基準のこと。 

水質検査計画 

水道法施行規則では、水道事業者、水道用水供給事業者及び専用

水道の設置者は、水質検査計画を毎事業年度の開始前に策定するこ

ととされており、採水の場所、検査の回数等について具体的に規定さ

れている。この規定に則り、それぞれの水道の水源やその周辺の状

況等を勘案し、どのように水質検査を実施するかについての計画を立

案、文書化するもの。 

水道事業 

一般の需要に応じて、計画給水人口が 100人を超える水道により水

を供給する事業をいう。計画給水人口が 5,000 人以下である水道によ

り水を供給する規模の小さい水道事業は、簡易水道事業として特例が
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用語解説 意       味 

設けられている。計画給水人口が 5,000 人を超える水道によるもの

は、慣用的に上水道事業と呼ばれている。 

水道ビジョン 

新水道ビジョンは、平成 25年 3月に厚生労働省が策定したもので、

「水道ビジョン」を全面的に見直し、50 年後、100 年後の将来を見据え

た新しい水道ビジョン。 

水道ビジョンは、平成 16年 6月に厚生労働省が水道の目指すべき

方向性について示したもので、水道のあるべき将来像について、その

実現のための施策や工程が明示されている。 

水道法 

1890（明治 23）年に制定された水道条例に代わる水道法制（昭和 32

年法律 177号）。水道により清浄で豊富、低廉な水の供給を図ることに

よって、公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的と

している。この目的達成のために、水道の布設及び管理を適正かつ合

理的にするための諸規定や水道の計画的整備・水道事業の保護育成

に関することを規定している。水道事業のほか、水道用水供給事業、

専用水道、簡易専用水道についても規定している。 

送水管 浄水場から配水池まで水を送る管。 

た 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三者委託 
第三者委託は、水道法第 24 条の 3 に基づき水道の管理に関する

技術的な業務を他の水道事業者又は民間委託こと。 

耐震管 
耐震離脱防止機構付き継手を有するダクタイル鋳鉄管、鋼管（溶接

継手）及び水道配水用ポリエチレン管（高密度、熱融着継手）をいう。 

耐震診断 

構造物の耐震性能を評価する方法で、概略的な一次診断と、より詳

細な方法で行う二次診断がある。 

一次診断は、診断の対象構造物を選定し、建設年代、準拠示方書、

概略構造特性及び地盤条件等より、補強を必要とする構造物を抽出

し、二次診断は耐震性能の詳細検討を必要とする構造物を抽出する。 

二次診断は、一次診断により構造性能の詳細検討が必要とされた

構造物を対象とし、設計図書、地盤条件等をもとに、所要の耐震性能

を有しているか否かを診断する。 

ダウンサイジング 
水需要の減少や技術進歩に伴い、施設更新等の際に施設能力を縮

小し、施設の効率化を図ること。 

ダクタイル鋳鉄管 

鋳鉄に含まれる黒鉛を球状化させたもので、鋳鉄に比べ、強度や靱

性に富んでいる。施工性が良好であるため、現在、水道用管として広く

用いられているが、重量が比較的重いなどの短所がある。ダクタイル

鋳鉄管が開発された昭和 30 年前後までは鋳鉄管が主に用いられて

いた。 

貯水槽水道 
水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水

道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするもの。
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用語解説 意       味 

 

                

簡易専用水道及び受水槽の有効容量10㎥以下のもの（いわゆる小規

模貯水槽水道）の総称である。 

直結給水 

需要者の必要とする水量、水圧が確保できる場合に、配水管の圧

力を利用して給水する方式。配水管圧力だけで末端まで給水する直

結直圧式給水と、配管途中に増圧設備を挿入して末端までの圧力を

高めて給水する直結増圧式給水がある。 

ＤＢ 

（デザイン・ビルト） 

ＰＦＩに類似した事業方式の一つで、民間事業者が対象施設の設計

（Design）と建設（Build））を一括して行う方式で、一般に既存施設の改

築更新整備を行う場合に適用される。 

通常の公共工事発注は、設計と建設は分離発注されるが、こうした

発注を分離せず、一括して一者に発注する方式。 

ＤＢＯ 

（デザイン・ビルト・ 

オペレーション） 

ＰＦＩに類似した事業方式の一つで、民間事業者が対象施設の設計

（Design）と建設（Build）及び運営（Operate）を一括して行う方式で、一

般に既存施設の改築更新整備を行う場合に適用される。 

通常の公共工事発注は、設計と建設は分離発注され、工事完了後

に管理運営を発注するが、こうした発注を分離せず、一括して一者に

発注する方式。 

導水管 取水施設から浄水場まで水を導く管。 

な 

 

 

 

 

日本水道協会 

昭和 7年 5月 12日社団法人水道協会として設立、昭和 31年名称

を現行に改めた。前身は、上水協議会である。日本水道協会は、水道

の普及とその健全な発達を図ることを目的とし、その事業として、水道

についての調査研究、日本水道協会規格など水道用品の規格につい

ての研究、水道用品の受託検査事業、政府などへの請願、建議等、水

道協会雑誌その他水道の参考図書の発行などを行っている。 

は 
配水 

浄水場で作られた浄水が配水池まで送られてから、配水池でいった

ん貯められて、水圧などを調節して各戸にある給水管まで運ぶこと。 

配水管 配水池から利用者（給水管）まで水を配る管。 

配水池 

給水区域の需要量に応じて適切な配水を行うために、浄水を一時

貯える池。配水池容量は、一定している配水池への流入量と時間変動

する給水量との差を調整する容量、配水池より上流側の事故発生時

にも給水を維持するための容量及び消火用水量を考慮し、一日最大

給水量の 12時間分を標準とする。 
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配水用ポリエチレン管 

プラスチック管の一種で、昭和 37 年頃から給水装置に使用され始

めた。接合方法は熱融着による方法と機械的に管を締めつけて接続

する方法があり、管は軽量で耐寒性、耐衝撃性にすぐれる。長尺物で

あるため継手数が少なく済み、施工性に優れている。また他の管種に

比べ、可撓性に富んでおり、地盤変動に対して影響が少ないなどの特

徴を有しているが、有機溶剤、ガソリン等に侵されやすいので注意が

必要である。 

ＰＰＰ 

（パブリック・プライベート・

パートナーシップ） 

行政（Public）が行う各種行政サービスを、行政と民間（Private）が連

携（Partnership)し民間の持つ多種多様なノウハウ・技術を活用するこ

とにより、行政サービスの向上、財政資金の効率的使用や行政の業

務効率化等を図ろうとする考え方や概念。 

ＰＤＣＡサイクル 

生産管理や品質管理などの管理業務を計画通りスムーズに進める

ための管理方法の一種で、計画、実施、検証、見直しを繰り返すことで

より良いものを目指す実践方法(plan-do-check-action cycle)。 

ＰＦＩ 

（プライベート・ファイナンス・

イニシアティブ） 

ＰＦＩ法に基づき、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資

金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法でＰＰＰの考え方を

行政として実現する為の手法の一つで、ＰＦＩの導入により、事業コスト

の削減及びより質の高い公共サービスの提供を目指す。 

法定耐用年数 
地方公営企業法施行規則で定められている耐用年数。経理上の基

準であり、実際に使用できる年数は実情に応じて変動する。 

ポンプ所（場） 
地形、構造物の立地又は管路の状況など、諸条件に応じたポンプ

圧送方式により水を送る設備を設置した場所。 

ま 

 

 

水安全計画 

WHO（世界保健機関）では、食品製造分野で確立されている

HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)の考え方を導入し、

水源から給水栓に至る各段階で危害評価と危害管理を行い、安全な

水の供給を確実にする水道システムを構築する「水安全計画」を提唱

している。これを受けて、厚生労働省は、平成 20 年度に作成された

「水安全計画策定ガイドライン」に基づく水安全計画の策定を推奨して

いる。 

や 有収水量 水道メータにより計量され、料金徴収の対象となった水量。 

有収率 
有収水量を給水量で除したもの（％）。供給した配水量に対する料

金徴 収の対象となった水量の割合となる。 

ら 
漏水 

漏水には、地上に漏れ出して発見が容易な地上漏水と、地下に浸

透して発見が困難な地下漏水とがある。件数で比べると、90％相当が
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給水管関係の漏水と見られており、管の材質、老朽度、土壌、腐食、

地盤沈下、施工不良、または、舗装厚、大型車両化による路面荷重、

そして他工事における損傷など、様々な要因が漏水を発生させる原因

となる。 

 

【持続可能な開発目標（SDGｓ）】 

 

2030年（令和 12年）を年限とする国際社会全体で取り組む目標であり、2016年（平成 27年）の国連

サミットで採択された。SDGｓでは、誰一人として取り残さない社会の実現を目指し、「貧困をなくそう」「す

べての人に健康と福祉を」「質の高い教育をみんなに」など、17のゴール（目標)が設置されています。 
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